
通知カードが届いたら１．
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今後のスケジュール問い合わせ

　

10
月
以
降
、
住
民
票
の
住
所
地
に
、

一
人
一
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
、「
通

知
カ
ー
ド
」に
よ
っ
て
通
知
さ
れ
ま
す
。

　

通
知
カ
ー
ド
が
届
い
た
ら
、
次
の
こ

と
に
気
を
付
け
て
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

カ
ー
ド
は
大
切
に
保
管
を

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
生
涯
変
わ
り
ま

せ
ん
。
同
じ
カ
ー
ド
を
使
い
続
け
る
の

で
、紛
失
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

行
政
の
各
種
手
続
き
で
利
用

　

平
成
28
年
１
月
以
降
、
社
会
保
障
や

税
な
ど
に
関
す
る
事
務
の
手
続
き
で
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
書
類
に
記
載
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
転
居
や
婚

姻
な
ど
カ
ー
ド
の
内
容
が
変
更
に
な
る

と
き
に
も
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

勤
務
先
で
も
利
用

　

勤
務
先
の
会
社
が
税
や
社
会
保
障
な

ど
の
手
続
き
を
す
る
と
き
に
も
、
従
業

員
本
人
や
家
族
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

他
人
に
ナ
ン
バ
ー
を
教
え
な
い

　

他
人
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
教
え
る

と
、
知
ら
な
い
間
に
悪
用
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不

正
に
入
手
す
る
こ
と
や
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
を
不
正
に
提

供
す
る
こ
と
は
、
処
罰
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
慎
重
に
取
り
扱

い
、
む
や
み
に
他
人
に
教
え
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

月以降10
個人番号カード発行２．

月以降1

検索

マイナンバー制度が
始まります
マイナンバー（個人番号）は、国民一人一人が持つ 12 桁の番号です。

各行政機関が管理する個人情報が同一人物の情報である確認のために活用します。

マイナンバーの導入により、行政の事務がスムーズになることで、

皆さんの行政手続きが簡素化されるほか、公平・公正な社会が実現されます。

個人情報の管理は大丈夫なの？

　マイナンバー導入後は、個人情報の不正

な流出は処罰の対象になるなど制度面の管

理だけでなく、システム面でも個人情報が

流出しないように管理されます。例えば…

・  年金や税の情報は各所管が分散して管理  

  し、必要な情報のみやり取りします。

・   行政機関間での情報のやりとりは、マイ

  ナンバーを直接使いません。

・   システムにアクセス可能な者を制限 ･ 管

  理し、通信する場合は暗号化します。

通知カードとの違いは？

　通知カードは、紙製のカードの予定で、

券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイ

ナンバーは記載されますが、顔写真は記載

されません。そのため、通知カード単体で

は公的な身分証明には利用できず、併せて

運転免許証など別途定められる資料の提示

が必要となります。

　一方、個人番号カードは、顔写真が記載

されるので、個人番号カード単体で公的な

身分証明ができます（有効期限あり）。

詳しくは… マイナンバー マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

　

28
年
１
月
以
降
、
希
望
者
に
は
申
請

に
よ
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た

顔
写
真
付
き
の
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

を
発
行
し
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
っ
て
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
は
じ
め
、
氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
と
本
人
の
顔

写
真
な
ど
が
表
示
さ
れ
る
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ

付
き
の
カ
ー
ド
で
す
。
所
得
な
ど
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
性
の
高
い
情
報
は
記
録
さ
れ

ま
せ
ん
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
の

た
め
の
公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
利

用
で
き
る
ほ
か
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
電

子
証
明
書
を
利
用
し
た
電
子
申
請
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
で
利
用
で

き
ま
す
。

発
行
す
る
に
は

　

通
知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ
て
い
る
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
本
人
の

顔
写
真
を
添
え
て
、
同
封
の
返
信
用
封

筒
を
利
用
し
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

発
行
の
た
め
の
手
数
料
は
無
料
で
す
。

カ
ー
ド
は
28
年
１
月
以
降
、
町
民
課
の

窓
口
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
つ
い
て

　

現
在
使
用
し
て
い
る
「
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
」
は
、
有
効
期
限
ま
で
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
個

人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
場
合
は
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
と
き

に
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
回
収
し

ま
す
。

10 月からいよいよスタート

10
月

住
民
票
の
世
帯
ご
と
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
簡
易
書
留
で
通
知

【
同
封
さ
れ
る
書
類
】

①
通
知
カ
ー
ド

②
個
人
番
号
カ
ー
ド
申
請
書
と
返
信

用
封
筒（
希
望
者
は
返
送
を
）

③
説
明
書

27 年

１
月

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
開
始

　

行
政
手
続
き
な
ど
で
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
利
用
と
、
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
交
付
が
始
ま
り
ま
す
。

28 年

１
月

個
人
ご
と
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
運

用
開
始

　

自
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
い
つ
誰

が
、
何
の
目
的
で
使
用
し
た
の
か
を

確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

29 年

７
月

地
方
公
共
団
体
な
ど
を
含
め
た
情
報

連
携
の
開
始

　

連
携
に
よ
り
事
務
が
確
実
か
つ
ス

ム
ー
ズ
に
な
り
、
皆
さ
ん
の
手
続
き

の
負
担
が
減
り
ま
す
。

29 年

◉
町
民
課
住
民
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
５

　

平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分（
年
末
年
始
除
く
）

◉
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

平
日
９
時
30
分
～
17
時
30
分（
年
末
年
始
除
く
）

　
　

☎
０
５
７
０
―
２
０
―
０
１
７
８

（通知カードイメージ）（個人番号カードイメージ）
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